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■はじめに■

　歴史上の人物については、どうしても、概説書とか歴史の教科書に書かれている

ことが一般的に受け容れられる傾向にある。定説とか通説という形で広く浸透し、

それが当然とされている。

　しかし、定説とか通説とされているものも、実は、その人物の一面しかみていな

いというケースも少なくない。たとえば、この講座でも、詳しく追いかけることに

なる斎
さい

藤
とう

道
どう

三
さん

・北
ほう

条
じょう

早
そう

雲
うん

・松
まつ

永
なが

久
ひさ

秀
ひで

は、「戦国三梟
きょう

雄
ゆう

」といういわれ方をして、悪
あく

辣
らつ

な手段で伸し上がった三悪人といったとらえ方がされている。

　ところが、研究が進むにつれ、この三人は時代を変えていった、むしろ変革者と

みられるように評価が大きく変わっているのである。既成概念を一度捨て、改めて

その人物を見直すことによって、これまでとは異なる歴史が見えてくるのではなか

ろうか。

◎斎藤道三：二巻第二章「斎藤道三」参照。

◎北条早雲：二巻第一章「北条早雲」参照。

◎松永久秀：二巻第四章「北条早雲」参照。

・梟雄：残忍で強く荒々しい人、悪者。また、その首領。
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概論　戦国武将を多面的にとらえる

■下剋上は悪ではなかった■

　戦国時代のキーワードとされているのが弱肉強食・合
がっ

従
しょう

連
れん

衡
こう

・下剋上の三つであ

る。弱肉強食は、その字の通り、弱い戦国大名が強い戦国大名に食われていくとい

う状況をさす。戦いに負ければ、領地が勝った側に併
へい

呑
どん

されていった。

　合従連衡というのは少し説明が必要かもしれない。どうしても、戦国大名は独立

した権力なので、一匹狼のようにとらえられがちであるが、戦国時代、一人ではやっ

ていけない現実があった。誰かと手を組む、すなわち同盟関係になるとか、場合に

よってはより強い戦国大名の保護を受ける、つまり、傘下に入るかということに

なる。

　大抵は隣の戦国大名と同盟を結ぶ「近国同盟」の形をとるが、場合によっては、

離れた戦国大名と手を結び、間に挟まれた戦国大名と戦う「遠
えん

交
こう

近
きん

攻
こう

同盟」という

形もあった。いずれにしても、どこかの勢力と結んで安全保障を確保することにな

り、これを合従連衡といっている。

　そして、もう一つが下剋上である。江戸時代になると、「下剋上は悪である」と

いわれ、「謀反をおこすことは悪いことだ」となるが、これは、忠君を前面に押し

出した儒教の考えに従ったもので、戦国時代には下剋上は悪ではなかったのである。

どうしても、江戸時代の物差で戦国武将を見る傾向にあるので、悪人としてのレッ

テルが貼られてしまうが、既成概念を捨てるためには、下剋上は悪ではなかったと

いう点はもっと強調されてもいいのではないかと考えている。そこで、次に、下剋

上そのものの語義と、下剋上の具体例を何人か取り上げておきたい。

　下剋上というと、建武の新政のときの混乱ぶりを鋭く衝いた「二条河原の落書」

（『建武年間記』）の中にあるフレーズが有名である。すなわち、

　此
この

比
ごろ

都ニハヤル物、夜討、強盗、謀
にせ

綸
りん

旨
じ

、召
めし

人
うど

、早馬、嘘
そら

騒
さわ

動
ぎ

、生
なま

頸
くび

、還
げん

俗
ぞく

、自

◆「二条河原の落書」（『建武年間記』）：建武 2 年（1335）、匿名の時局風刺文。

※）「この頃都に流行っているものは、夜人家に押し入って盗みをすること、強盗、偽の公文書、囚人、早く走らせる馬、

嘘の騒動、生首、一度出家した者がもとの俗人に戻ること、一般人の自由な出家、急に羽振りがよくなった者、路頭

に迷う者、所領を取られて取り戻そうとする者、恩賞目的のでっちあげの戦、証文を入れた小箱、権力者に付き従う

者、他人をあしざまに訴える人、禅宗と律宗の僧、下剋上をする者」といった意味。

※
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由出家、俄
にわか

大名、迷
まよい

者
もの

、安堵、恩賞、嘘
そら

軍
いくさ

、本領ハナルル訴訟人、文書入タル細
ほそ

葛
つづら

、

追
つい

従
しょう

、讒
ざん

人
にん

、禅律僧、下克上スル成
なり

出
で

者
もの

……

　というもので、「下克上」とあるのは「下剋上」のことである。ここからは、当

時の人が、下剋上のイメージとして描いていたのが成出者（立身出世する者の意）

だったことがわかる。

　なお、字はちがうが、奈良興福寺大乗院の尋
じん

尊
そん

の日記『大乗院寺社雑
ぞう

事
じ

記
き

』では、

山城国一揆の蜂起を記したところで「下極上之至也」と書いている。尋尊も、上下

の秩序を乱すこと、乱す行為そのものを下剋上ととらえていたことがうかがわれる。

では、下剋上という言葉は、いつごろから使われるようになったのだろうか。この

点について、これまでの研究では、中国の隋
ずい

の時代、蕭
しょう

吉
きつ

という人の撰になる『五
ご

行
ぎょう

大
たい

義
ぎ

』ではないかといわれている。この本は、陰
おん

陽
みょう

道
どう

のテキストとして古代以来、

日本に伝えられていたが、その第十論「相
そう

剋
こく

」に、「凡
おおよ

そ上、下に剋
か

つは順たり。下、

上に剋つは剥
はく

たり」と見える。つまり、上の者が下の者に剋つのは順であるが、逆

に、下の者が上の者に剋つのは剥であるという。剥は、易の卦
け

の名で、凶の意味に

用いられているので、「上剋下はいいが、下剋上はよくない」という意識で使われ

ていたことになる。

　ところで、下剋上に、「下の者が上の者を倒して権力を奪取する」といったニュ

アンスをもたせるのはいつからかとなるとむずかしい。福
ふく

尾
お

猛
たけ

市
いち

郎
ろう

氏はその著『日

本史選集』で、一番早い例は『水鏡』ではないかとしている。前田本『水鏡』の第

47 代大
おお

炊
い

天皇の条に、恵
え

美
みの

押
おし

勝
かつ

が下剋上の謀叛の企てを図ったという表現で出て

くるが、下剋上イコール謀叛という意味で用いられた最初ではないかと思われる。

このあと、貴族・荘園領主たちの間では下剋上という言葉はよく使われるようにな

り、たとえば、北
きた

畠
ばたけ

親
ちか

房
ふさ

は『神
じん

皇
のう

正
しょう

統
とう

記
き

』の中で、「下の上を剋
こく

するは極めたる非

道也」といい、また、「東寺百合文書」の永和 3 年（1377）学
がく

衆
しゅう

評
ひょう

定
じょう

引
ひき

付
つけ

によると、

東寺領播磨国矢野荘の農民が逃散したとき、荘園領主側が「自由之企
くわだて

、下剋上之至」

◎福尾猛市郎：（1908 〜 1990）日本の歴史学者、広島大学名誉教授。

◆『水鏡』：歴史物語。鎌倉時代初期成立の歴史物語。

◎大炊天皇：淳仁天皇（733 〜 765）（在位 :758 年〜 764 年）。天武天皇の皇子・舎人親王の七男。

◎恵美押勝：＝藤
ふじ

原
わらの

仲
なか

麻
ま

呂
ろ

（706 〜 764）太政大臣となり専権を振るった。764 年道
どう

鏡
きょう

を除くため恵美押勝の乱を

起こしたが敗れた。
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といって非難していたことが知られている。

　つまり、支配者たちにしてみれば、自分たちの立場をおびやかす非道徳な行為、

退廃現象として下剋上をとらえていたわけである。

　それに対し、下剋上をおこした側はどのような論理をもっていたのだろうか。結

論からいってしまえば、一種の世直しという発想である。わかりやすい例として陶
すえ

晴
はる

賢
かた

の下剋上でその点を具体的に見ておきたい。ちなみに、陶晴賢は下剋上のあと、

主君として迎えた大内晴
はる

英
ふさ

から一字を与えられてからの名で、本来は隆
たか

房
ふさ

といって

いたが、煩雑になるので、晴賢として記す。

　陶晴賢は周防の戦国大名大
おお

内
うち

義
よし

隆
たか

の重臣筆頭で、周防国の守護代をつとめてい

た。その主君義隆が、天文 11 年（1542）から翌 12 年にかけての出雲月
がっ

山
さん

富
と

田
だ

城攻め、

すなわち第一次月山富田城の戦いに失敗し、逃げ帰るということがあった。しかも、

その敗走途中、養
よう

嗣
し

子
し

としていた晴
はる

持
もち

が乗った船が転覆し、死んでしまうというア

クシデントがあり、全くやる気をなくし、政治をほうり出しはじめたのである。

　はじめのうち、晴賢が主君義隆に諫
かん

言
げん

をしていたが、「諫言ではもうだめだ」と

考えるようになった。晴賢が下剋上を決意するに至る心境を『大内義隆記』という

史料が端的に記している。これは、大内氏の菩提寺である山口の龍福寺八世日
にっ

継
けい

須
すう

益
えき

が著したと伝えられているもので、単なる家譜・軍記物ではなく、史料的には信

憑性が高いといわれている。そこに、つぎのような一文がある。

　隆
※

房申しけるやうは、天の与へをとらざれば、返
（却）

つて其の科
とが

をうく。時に至りて

を
（行）

こなはざれば、返つて其の科をうくと云本文あり。我が運も義隆の御運も、天道

のはからひにてぞ候べし。

　ここに「本文」とあるのは、中国の歴史書『史記』の淮
わい

陰
いん

侯
こう

伝のことで、そこには、

大意を取ると、「取るべき筈
はず

のものとして、天の与える所を取らなければ、天罰を

受ける」といった内容のことが書かれていたのである。

　晴賢本人が『史記』のこの件
くだり

を読んでいたかどうかはわからないが、この晴賢の

◎北畠親房：（1293 〜 1354）公卿、歴史家。

◎陶晴賢：二巻第三章「毛利元就」参照。

◎淮陰侯＝韓信：（？〜紀元前 196）秦末から前漢初期の武将。漢の劉邦の元で数々の戦いに勝利した。漢の三傑の一人。

※）「隆房（陶隆房＝晴賢）がいうには、天から与えられたものを受けとらなければ、かえってそれは罪である。時

期がきたときに行わなければ、かえって罪である。私の運も（大内）義隆の運も、天地自然の道理の判断によって決

められているものである」といった意味。

概論　戦国武将を多面的にとらえる
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いい分は下剋上の論理として正
せい

鵠
こく

を射ていると思われる。要するに、主君義隆が政

治をほっぽり出したことで、大内領内の領民が義隆の治政に倦
う

んできたという時代

状況があったということが一つ。そしてもう一つは、晴賢が、そうした状況を見て、

「義隆に替わる新たな主君の出現を望む空気が充満してきた」ととらえた点である。

それがここでいう「天の与へ」であった。「いま、下剋上によって義隆を倒し、民

衆を悪政から救わなければ天罰を受ける」という考えである。

　晴賢は天文 20 年（1551）8 月 20 日に挙兵し、山口の大内館を攻撃し、山口を逐

われた義隆は長門国深
ふ

川
かわ

というところの大
たい

寧
ねい

寺
じ

まで逃れたところを追いつめられ、

そこで自刃して果てているのである。

　ところで、こうした悪政から民衆を守るため、すなわち世直しのためには下剋上

もやむをえないという考え方は決して特殊な例というわけではなかった。下剋上を

おこしたという例ではないが、戦国武将たちの間で、「追放され、滅ぼされる側に

むしろ問題がある」という論法、言葉をかえれば、下剋上肯定の論理はかなり一般

的だったのである。

　戦国大名後北条氏の支城の一つ相模国玉
たま

縄
なわ

城の城主だった北条氏
うじ

繁
しげ

は、実に珍

しい印文を刻んだ印判を用いていた。その印文というのは、「顚趾利出否」の五文

字である。「趾
あし

を 顚
さかさま

にして否
ひ

を出すに利
り

す」と読む。織田信長の「天下布武」とか、

徳川家康の「福徳」というのなら、すぐ意味がわかるが、「顚趾利出否」では何を

いっているのかわからない。

　実は、これは、中国の古い易の本『易
えき

経
きょう

』、すなわち『周
しゅう

易
えき

』にあるもので、「鼎
かなえ

、

顚趾利出否」からきている。鼎というのは中国で使われていた貯蔵具で、いつまで

もそのままだと、中身が古くなり腐ったりするから、時には鼎の趾をひっくり返し、

中の腐ったものを捨てるという意味である。

　これが、もののたとえであることは一目瞭然で、既存の体制や秩序をひっくり返

すことによって新しいものができる。つまり、ものごとが刷新されるというわけで

◎北条氏繁：（1536 〜 1578）後北条氏の家臣。北条氏康に仕える。武勇に優れ、武田氏との戦で先頭にたって戦っ

ている。

◆『易経』：儒教の基本書籍である五経の一つ。占いの理論と方法を説く書。
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ある。一種の革新思想であり、これが武将たちの下剋上の論理の根底にあったこと

を見ておかなければならない。

■歴史は勝者が書く勝者の歴史だった■

　このように、戦国時代には悪い主君を討つことは決して悪ではなかったのである。

しかし、前述したように、儒教的武士道徳で、君に忠であることが強調されるよう

になるにつれ、「武士は二
じ

君
くん

に見
まみ

えず」といういい方が生まれ、下剋上の考えは否

定されていくことになる。

　そしてもう一つ、歴史の描き方が関係していた。歴史はどうしても勝者が書く勝

者の歴史になってしまうことで、本来のというか、正しい歴史が伝えられなくなる

傾向がある。

　たとえば、大内義隆を下剋上で討った陶晴賢の場合をみてみよう。一般的に、現在、

晴賢は謀叛人として悪人の方に分類されているように思われる。それはなぜかとい

えば、晴賢はその後、天文 24 年（1555）10 月 1 日の安芸厳島の戦いで毛
もう

利
り

元
もと

就
なり

と

戦って敗れ、自刃しているからである。勝った側の毛利氏の記録が残り、「主君を討っ

た晴賢を毛利元就が倒した」という宣伝材料に使われる結果となった。

「顚趾利出否」の印
（森文書）

◎毛利元就：二巻第三章「毛利元就」参照。

概論　戦国武将を多面的にとらえる
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　この点は明
あけ

智
ち

光
みつ

秀
ひで

についてもいえる。光秀のおこした本能寺の変の要因について

は諸説あるが、私自身は光秀の下剋上、すなわち世直しというわけで、信長の暴走

を止めようとしたものと考えているが、世間的にはどうしても「主
しゅう

殺
ごろ

しの大悪人」

といったいわれ方をしている。それは、このあと天下を取った豊臣秀吉が、自己宣

伝と合わせ、光秀を悪人として描いたからである。

　秀吉は、山崎の戦いで光秀を破ったあと、右筆の大村由
ゆう

己
こ

に『惟
これ

任
とう

退治記』とい

う本を書かせている。そこには「惟
※

任が謀反」という文字が頻出し、いかにも謀反

人光秀を秀吉が討ったということが目立つ書き方になっている。

　光秀とのからみで、もう一つ、「歴史は勝者が書く勝者の歴史になるんだ」とい

う思いを抱いたことがある。例の「藤吉郎金
かね

ヶ
が

崎
さき

の退
の

き口」とよばれる一件である。

元亀元年（1570）4 月、織田信長が越前の朝倉攻めに向かったとき、信長の妹お市

の方を娶り、信長と同盟を結んでいた北近江の小谷城主浅
あざ

井
い

長
なが

政
まさ

が反旗を翻した。

信長は急遽、京都へ逃げもどるが、そのとき、 殿
しんがり

をつとめ、朝倉軍の追撃を金ヶ

崎城で防いだのが秀吉とされてきた。小
お

瀬
ぜ

甫
ほ

庵
あん

の『信長記』には、秀吉一人が殿を

志願し、信長も秀吉に任せたという書き方になっている。その部分を引用しておく。

　……さらば是
これ

より引
ひき

返
かえ

し、先
まず

浅
あざ

井
い

一
いっ

党
とう

の逆
ぎゃく

徒
と

等、一人も洩
も

らさず退
たい

治
じ

して候
そうろう

。

当
とう

国
こく

をば静
しず

むべし。さて金
かねがさき

崎には誰をか残し置べしと、僉
せん

議
ぎ

区
まちまち

なりし所に、木下

藤吉郎秀吉進
すすみで

出申されけるは、某
それがし

残り申すべく候間、御
おんこころやす

心安く引
ひき

取
とり

させ給へと、

心よげに申されければ、汝
なんじ

残
のこり

て朝倉が勢を押
おさ

へ候はんとかや、尤
もっとも

切
せつ

なる忠
ちゅう

節
せつ

浅
あさ

か

らずとて、是より引取退
のき

させ給ふ。

　これで見ると、金ヶ崎城に残って殿をつとめた武将は秀吉一人だけだったことに

なる。ところが、『武家雲
うん

箋
さん

』という史料集に、年
とし

付
づけ

のない 5 月 4 日付の波
は

多
た

野
の

秀
ひで

治
はる

宛一
いっ

色
しき

藤
ふじ

長
なが

の書状が収められており、それによってちがう状況だったことが浮き

彫りになってきた。

　一色藤長は若狭の武将、波多野秀治は丹波の武将で、一色藤長が、越前および若

◎明智光秀：三巻第七章「明智光秀」参照。

◎惟任＝明智光秀。

◎浅井長政：（1545 〜 1573）北近江の戦国大名浅井氏の 3 代目。北近江の北東部に勢力を広げていた。妻の兄織田

信長と同盟を結び、浅井氏の全盛期を築いていた。
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狭でおこっていることを波多野秀治に報じたものである。書状なので年付がないわ

けであるが、内容から元亀元年のものであることがわかる。信長が浅井長政の離反

を受け、退路を断たれる前に大急ぎで撤退していったときの状況が書かれている。

注目されるのは、その書状に、「金ヶ崎城に木藤・明十・池筑その外残し置かれ

……」と記されている点である。「木藤」はいうまでもなく木下藤吉郎で秀吉のこと、

「明十」は明智十兵衛尉で光秀のこと、「池筑」は池田筑前守勝
かつ

正
まさ

のことで、このと

き信長は、秀吉だけでなく、明智光秀・池田勝正も金ヶ崎城に殿として残していた

ことがわかる。

　こののち、池田勝正はこれといった働きがなく、歴史の表舞台から消えてゆき、

光秀も本能寺の変のあとの山崎の戦いで秀吉に敗れ、敗死しているため、一人勝ち

残った秀吉が手柄を独り占めした形である。

　もう一人、歴史は勝者が書く勝者の歴史だということを端的に示しているのが敗

者今川義元の例である。

　今川義元といえば、永禄 3 年（1560）5 月 19 日、駿河・遠江・三河 3 か国 2 万

5000 の大軍で尾張に攻め込みながら、たった 2000 の織田信長に桶狭間の戦いで敗

れたことから、軟弱武将のレッテルが貼られてしまった。曰
いわ

く、「馬に乗れず輿

に乗って出陣していた」。曰く、「お歯黒をするなど公家風だった」などである。

　しかし、輿に乗っていたのは、馬に乗れなかったわけではなく、室町幕府第 13

代将軍足利義
よし

輝
てる

から特別に輿に乗れる許可を得ていたからであるし、お歯黒も、当

時、上級武士は男もお歯黒をするのが一般的だったわけで、公家風だったというわ

けではない。

　義元は、武田信玄と上杉謙信が戦った川中島の戦いの第 2 回戦で、両軍の間に

入って戦いをやめさせていたことが知られている。仲裁役ができたということは、

義元が信玄・謙信と同じくらいの力をもっていたからである。しかし、敗者義元は、

どうしても勝者信長の引き立て役となってしまったという印象がある。

◎池田勝正：（1539 〜 1578 ？）摂津池田城城主。織田信長に攻められ降伏、摂津三守護のひとりとなる。

◎足利義輝：（1536 〜 1565）室町幕府第 12 代将軍義晴の子。

◎今川義元：二巻第五章「今川義元」参照。

概論　戦国武将を多面的にとらえる
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■「天下取りの三英傑」の虚像と実像■

　さて、その今川義元を倒し、颯爽と戦国乱世にデビューを果たした織田信長、さ

らにその死後、織田政権を簒奪していった豊臣秀吉、秀吉死後、豊臣氏に代わって

実権を握っていった徳川家康の三人について、概説書や教科書に描かれている歴史

の表だけでなく、裏側も覗
のぞ

いてみたい。

　まず、織田信長であるが、若いころ、「尾張の大うつけ」などといわれ、奇行癖

があったことで知られている。たしかに、奇抜な恰好をして出歩いたり、父親の葬

儀のときには位牌に抹香を投げつけたりということもあるにはあったが、「うつけ」

とされるのは、信長の思考が常識外れだったということもあったのではないかと考

えている。一般人の常識がついていけなかったということである。

　たとえば、信長は今でいう道路のインフラ整備にも取り組んでいるが、どこから

そんな発想が生まれてくるのか、びっくりするようなこともやっている。信長は道

路の幅を拡張しているが、ただ拡張するだけでなく、その道路の必要度というか、

重要度によってランクを決め、幅を変えているのである。本街道は 3
※

間幅、脇街道

は 2 間幅、在所道は 1 間幅である。ちょうど、本街道が現在の国道、脇街道が都道

府県道、在所道が市町村道という感じである。しかも、場所によっては今でいうバ

イパスも造っており、それまで川にはほとんど橋が架かっていなかったが、橋を架

けているのである。

　また、信長の人事もすごい。それまでの譜
ふ

代
だい

門
もん

閥
ばつ

人事をやめ、能力本位の人材抜

擢を行っていた。木下藤吉郎秀吉、明智光秀ら、「中途入社組」もどんどん出世し

ていったのである。ただ、人使いが荒かったことも事実で、また、家臣からの諫言

などは聞く耳をもたなかったことも知られている。信長から厚遇されたルイス・フ

ロイスも、その著『日本史』の中で、「彼はわずかしか、またはほとんどまったく

家臣の忠言に従わず、一同からきわめて畏敬されていた」と述べている。

※）1 間＝ 1.8m

・譜代門閥人事：代々、家の系統を継いでいることや、家の格づけを重要とした人事。
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　この点で思いおこされるのが、明智光秀の本能寺の変である。本能寺の変、光秀

謀反の真相は何かが「日本史最大のミステリー」などといわれているが、織田家臣

団トップになった光秀が主君信長に異見（意見と同じだが、当時はこう書いた）を

いったとき、激昂した信長が光秀を足蹴にしたり、頭をたたいたこともあったので

はなかろうか。従来は、これら行為を単なるいじめとして、怨恨説の根拠としてき

たが、人を人とも思わない信長の暴走を止めようとしたということも考えられる。

すごいことをした信長ではあるが、一面では人間失格ということもあったのではな

かろうか。

　次に豊臣秀吉である。貧しい百姓から関白、最後は太閤にまで上り詰めたことは、

日本人の出世願望を代表するような生き方といってよい。太閤検地・刀狩りをはじ

め、いくつかの政策はその後の江戸時代における幕藩体制の基礎を作ったことは周

知の通りである。

　ただ、それら諸政策が秀吉一人のアイデアからはじまったものかどうかは疑問の

あるところといわねばならない。概説書や教科書、さらにはそこに書かれている年

表などは、どうしても代表者一人の名前が載ることになる。本当は、たとえば秀吉

の弟豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

長
なが

や、家臣の石田三成がやったことでも、代表者秀吉の功績としてカウ

ントされているのが実情である。

　おそらく、現在、伝えられている以上に、まわりの人の果たした役割は大きかっ

たのであろう。それは、天正 19 年（1591）正月 22 日に、弟秀長が亡くなった途端、

秀吉の暴走がはじまったことからも明らかである。

　「天下取りの三英傑」といわれる最後の徳川家康であるが、家康というと、「我慢

の一生だった」というイメージを描いている方が多いのではなかろうか。それは、

家康遺訓といわれるものに影響されているように思われる。例の「人の一生は重荷

を負て遠き道をゆくがごとし、いそぐべからず。不自由を常とおもへば不足なし」

というフレーズではじまるもので、いかにも忍耐の一生だった家康の言葉だと思わ

◎ルイス・フロイス：（1532 〜 1597）ポルトガル出身のイエズス会宣教師。永禄 6 年（1563）に日本に上陸。信

長の信任を得て布教活動を行う。数々の記録を残している１冊が『日本史』。

◎豊臣秀長：（1540 〜 1591）豊臣秀吉の弟。豊臣政権において内外の政務、軍事面で活躍をした。大和・紀伊・和

泉の 3 か国に河内国の一部も含め、110 余万石の大名となる。

◎石田三成：三巻第十一章「石田三成」参照。

概論　戦国武将を多面的にとらえる
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れている。

　しかし、この家康遺訓といわれるものは家康のものではなく、水戸黄門の名で知

られる徳川光
みつ

圀
くに

の教訓書「人のいましめ」をベースにして創作されたものであった。

6 歳から 8 歳まで尾張の織田信
のぶ

秀
ひで

（信長の父）の人質、8 歳の途中から 19 歳まで駿

河の今川義元の人質となっていて、その辛い体験が家康を作り上げたといわれるこ

とがある。ただ、今川人質時代、身分的にはたしかに人質ではあるが、かなり優遇

された人質だったことが知られている。今川義元の軍師雪
せっ

斎
さい

から兵法だけでなく、

人の上に立つ心構えなども教えられていたのである。こうしてみると、家康の場合、

今川義元の人質になっていなければ、のちの天下人になれたかどうかはわからない

ともいえそうである。

◎徳川光圀：（1628 〜 1701）水戸藩の第 2 代藩主。水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。『大

日本史』の編纂を行う。また、徳川綱吉期には幕政にも影響力を持った。

◎織田信秀：（1511 〜 1552）信長の父。勝幡城城主。野心家にして、今川家の那古野城を手に入れるなど、勢力を

拡大。 しかし、途中その勢いはとまり、 42 歳で没している。

◎雪斎＝太
たい

原
げん

崇
そう

孚
ふ

（1496 〜 1555）駿河の善得寺、京都の建仁寺で修行。秀才として名高く、今川氏親から仕える

よう要請され、氏親の五男・芳菊丸（のち義元）の教育係になる。ともに建仁寺、妙心寺で修業。善得寺に戻る。宗

教的な影響力だけでなく、政治・軍事・外交面において義元を補佐した。
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■おわりに■

　その家康は、先に走った織田信長・豊臣秀吉の二人をよく見ていた。いい面、悪

い面を見て、いい面は受け継ぎ、悪い面は反面教師として是正していくことによっ

て、260 年の長期安定政権の礎を築いていったのである。

　このことは、歴史上の人物を見ていく上で参考になるのではなかろうか。一面的

に見るのではなく、多面的に見る能力を培うことは現代を生きる私たちにも必要な

能力といってよい。

　一面だけの先入観にとらわれていては解決できない問題もあるだろうし、決めつ

けによって誤解を生じさせることもある。また、こうした偏見や先入観は人間関係

にも大きく影響するもので、しばしば相手の本質を曇らせてしまう。それによって

関係が悪化したり、悪い評判を下したりしてしまうことがあるかもしれない。あな

たが上の立場であれば、なおさらそうしたことがあってはならない。戦国時代でな

くとも、部下は世直しの感情を抱くかもしれないのだから。

　さて、本講座で取りあげる 11 人は、これまで、どちらかというとマイナスイメー

ジで語られることが多かったように思われる。歪曲され、勝者によって貶
おとし

められた

人物像を学ぶことで、本当の歴史、あるいはその人物の本質が見えてくるはずであ

る。ここで得られる体験を、ぜひ日常やビジネスでも活かして欲しい。

概論　戦国武将を多面的にとらえる




